
維持管理積金の積み立て時に、積立金を損金又は必要経費に算入することができます

本件特例措置の申請においては法人税申告書のほか、「適用額明細書」の提出も必要です。

特例制度の概要

最終処分場設置者

積み立てるべき維持
管理積立金の額の算
定・通知

毎年度、維持管理積立
金を積み立て

都道府県知事 (独)環境再生保全機構

毎年度、必要な維持
管理費用を取り戻し損金又は必要経

費に算入

(独)環境再生保全機構

最終処分場設置者

益金に算入

埋立中 埋立終了後

最終処分場における維持管理積立金の損金算入等に係る特例措置
（法人税、所得税、個人住民税、法人住民税、事業税）

令和2年度税制大綱により、損金算入可能な限度額が変わります。

2020年３月31日まで 都道府県知事による通知額の１００％

2020年４月1日から 都道府県知事による通知額の６０％

制度の変更

申請手続きの詳細については全国産業資源循環連合会の「特定災害防止準備金(維持管理積立金)制度の税務
手続きに関する手引き」をご参照ください。
※今年度からの限度額変更については、年内に本手引きにも反映し、会員企業に配布予定です。
https://www.zensanpairen.or.jp/wp/wp-content/themes/sanpai/assets/pdf/disposal/ijikanri_tebiki.pdf

対象：一般廃棄物・産業廃棄物の最終処分場（埋立期間中）

廃棄物処理業の用に供する軽油に係る課税免除の特例措置
（軽油引取税）

特例制度の主旨

特例制度の概要

最終処分場は、埋立処分終了後も環境汚染の危険性がなくなるまでは、事業者
は引き続き維持管理をする義務を負うこととなります。これについて、埋立て
開始から廃止まで、廃棄物の適正な処理及び最終処分場の適切な維持管理を確
保するためにも、事業者の経済的な負担を軽減することを主旨としています。

最終処分場内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源の
用途に供する軽油に係る軽油引取税について、課税免除となります。
対象となる機械については、例えばブルドーザーやパワーショベルなどが

考えられます。

軽油引取税が免除

＜ブルドーザー＞ ＜パワーショベル＞ ※画像はイメージです

❖申請は各自治体作成の手引書などに記載の所定の手続きに則り、適切に行ってください。
制度についてのご質問は、設置許可を受けた都道府県等又は環境省までお問合せ下さい。

対象：一般廃棄物・産業廃棄物の最終処分場（埋立期間中）



本制度の利用により以下の廃棄物処理施設に係る固定資産税の課税標準価格が変わります。

ＰＣＢ廃棄物処理施設 １／３

廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物処理施設 １／２

対象：ＰＣＢ廃棄物、廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物の処理施設

特例制度の概要

制度についてのご質問は、設置許可を受けた都道府県等又は環境省までお問合せ下さい。

公害の危害防止のために設置された施設又は設備（廃棄物処理施設）に係る
課税標準の特例措置（固定資産税）

特例措置なし

固定資産税に
ついての課税
標準の価格

特例措置あり

ＰＣＢ廃棄物処理施設
の場合、固定資産税に
ついての課税標準とな
る価格が1／３

施

設

費

施

設

費

※どちらも対象は都道府県知事の
許可施設及び大臣認定施設

（廃石綿等及び石綿
含有産業廃棄物処理
施設の場合１／２）

本制度の利用により以下の廃棄物処理施設に係る固定資産税の課税標準価格が変わります。

一般廃棄物の最終処分場 ２／３

ごみ処理施設 １／２

対象：一般廃棄物の最終処分場及びごみ処理施設

特例制度の概要

制度についてのご質問は、設置許可を受けた都道府県等又は環境省までお問合せ下さい。

公害の危害防止のために設置された施設又は設備（廃棄物処理施設）に係る
課税標準の特例措置（固定資産税）

特例措置なし

固定資産税に
ついての課税
標準の価格

特例措置あり

一般廃棄物の最終処分
場の場合、固定資産税
についての課税標準と
なる価格が２／３
（ごみ処理施設の場合
１／２）
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費

施

設

費

※どちらも廃棄物の処理及び清掃に
関する法律第８条第１項の許可に
係る施設


